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１ エクスパックを利用した振り込め詐欺について

(1) エクスパックは、郵便事業株式会社が販売する専用封筒に荷物を入れ、全国一律料金（５００(1) エクスパックは、郵便事業株式会社が販売する専用封筒に荷物を入れ、全国 律料金（５００
円）で配達するサービスであり、ポスト投函も可能となっている等、利用者にとっては利便性が
高い商品。

(2) エクスパックは、エクスパック約款により、現金を同封することはできないものであるが、エク
スパックを利用して現金を送らせる振り込め詐欺の被害件数は、平成１９年は１，２０３件であっ
たものが、本年は１月から８月までの間で１，１５３件に増加している（警察庁調べ）。

振り込め詐欺とエクスパックを悪用した送金被害の推移（件）

警察庁資料に基づき作成

※ エクスパック約款（抜粋）
（引受拒絶）
第６条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。

(1)～(5) 略
(6) 荷物が次に掲げるものであるとき
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(6) 荷物が次に掲げるものであるとき
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
イ 現金又は当社が指定する貴金属、宝石その他の貴重品
ウ 荷物一梱包の価格が運賃の範囲内の賠償では補償し得ないもの
エ その他当社が特に定めて表示したもの



２ 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の主な取組

郵便事業株式会社及び郵便局株式会社においては エクスパックが振り込め詐欺のような犯罪

(1) エクスパックの封筒表面の「現金 信書を送ることはできません」の注意書きの色を黒から赤

郵便事業株式会社及び郵便局株式会社においては、エクスパックが振り込め詐欺のような犯罪

に悪用されることを未然に防止するため、次のような取組みを実施している。総務省は、今後とも、

郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の協力を得ながら、可能な対策を講じる予定。

(1) エクスパックの封筒表面の「現金・信書を送ることはできません」の注意書きの色を黒から赤
とし、現金の文字を大きくし、記載位置を移動し、目立つようにする（１２月納品予定分から）。
また、封筒裏面の封入口付近に「エクスパックで現金を送ることはできません」の注意喚起文

を追加記載（来年１・２月納品予定分から）。

３ページ及び４ページを参照

(2) 郵便局内及びゆうびんホームページのお知らせ欄に、エクスパックを利用した振り込め詐欺
への注意喚起を掲示への注意喚起を掲示。

５ページを参照

(3) 郵便事業株式会社支店及び郵便局の窓口でエクスパックを引き受けた場合には、現金が同
封されていないことの声かけを行い 振り込め詐欺 の注意喚起を実施封されていないことの声かけを行い、振り込め詐欺への注意喚起を実施。

(4) ゆうびんホームページのエクスパックのご利用案内に表示している「現金・信書を送ることは
できません」の注意書きの色を黒から赤に変更。

６ページを参照

(5) 郵便事業株式会社支店、郵便局及び郵便切手類販売所において、エクスパックの販売時に
注意喚起のチラシを配布予定（現在は 各地の警察署等からの配布要請に対して 郵便事業
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注意喚起のチラシを配布予定（現在は、各地の警察署等からの配布要請に対して、郵便事業
株式会社支店及び郵便局において協力し配布）。

６ページを参照



○エクスパック封筒表面の注意書きの改善

現金・信書を送ることはできません（添え状・送り状は同封できます）。

拡大
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○エクスパック封筒裏面封入口付近への注意喚起文の追加記載
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○ゆうびんホームページのお知らせ欄

※ 警察庁ホームページの
被害関係住所一覧表等

のリンクへのリンク
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○ゆうびんホームページのご利用案内 ○エクスパック販売時の注意喚起のチラシ

※※
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